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●今月の便に同封している書類（ご案内等）
◆
◆
福岡県法人会連合会主催　法人会講演会のご案内
第１０支部　交流出会いパーティのご案内

●本部等の行事
月 日 曜 内容

6 12 （金）第１５回　通常総会 15：30 ～ 16：50 於：ＫＫＲホテル博多

6 12 （金）　　　　　記念講演会 17：00 ～ 18：00 於： 〃

6 12 （金）　　　　　会員交流会 18：15 ～ 19：45 於： 〃

6 26 （金）支部長・副支部長等会議 16：30 ～ 17：50 於：福岡ガーデンパレス

6 26 （金）懇親会 18：00 ～ 19：00 於： 〃

●支部の行事
月 日 曜 内容

●青年部会の行事●青年部会の行事
月 日 曜 内容

6 17 （水）役員会 16：00 ～ 16：50 於：福 新 楼

6 17 （水）通常総会 17：00 ～ 17：50 於： 〃

6 17 （水）会員交流会 18：00 ～ 20：00 於： 〃

●●女性部会の行事女性部会の行事
月 日 曜 内容

6 19 （金）総会 11：00 ～ 12：00 於：ホテルモントレラ・スール

6 19 （金）懇親会 12：00 ～ 13：30 於： 〃



【実践税務調査】
反面調査の着眼点（消費税の調査）

税　理　士　　牧 野 義 博

……。

資産の購入先からの請求書を見せていただいているのですが、
請求書の様式が違うものがありますね。

【筆者紹介】

牧 野 義 博 （まきの・よしひろ）
東京国税局調査部において特別国税調査官、統括国税調査官、調査開発課長等を経て八王子
税務署長を最後に退官。東京都新宿区で税理士登録。著書には『ザ・税務調査１～３』『税
務トラブルと債務の確定』（大蔵財務協会）ほか専門誌等に執筆。ＨＰは「牧野義博税理士事
務所」で検索。全国各地で講演会も行っている。

そうですか。あまり意識をしたことがありませんので
気が付きませんでした。

調査官

途中から様式が変わったのであるならば分かるのですが、
月によって異なるのはおかしいですよ。

調査官

このままでは内容の確認ができませんので資産の購入先に
反面調査を実施します。よろしいですね。

調査官

高額なソフトウエアも遠隔地から購入していますね。システムの稼働状況を
確認しますので、モニター画面を開いて見せて下さい。

調査官

代表者

代表者

代表者

代表者

……。

代表者

　消費税について虚偽の申告により不正に還付金を受け取るケースが見受けられることから、還付申告法人に
対して重点的な調査が実施されているようです。
　調査官は多額の消費税還付申告があった法人について、還付理由の解明のための実地調査に着手し、仕入
税額控除に過大なものがないかを重点的に調査を行っています。ご案内のように、消費税法では、固定資産等を
購入した時点で課税仕入を認識し、売却の時点では売却の損益に関係なく売却収入全額を課税売上と考えます。
　調査官はいわゆる固定資産等の購入について、購入先や決済方法等に不自然な点はないかに焦点を絞ってみました。

　本件については大型の不正還付事案のため、国税局に引き継がれ厳正な調査が行われました。その結果、
一部の仕入について原始記録等（請求書等）の保存がなく、課税仕入の内容が確認できないことから、帳簿
保存規定を充足していないと認定され、それに関わる仕入税額控除を否認されています。

　代表者は黙ってしまって話が前に進みません。

社長、反面調査を行ったところ様式の異なる請求書については、相手方
では出した覚えはないと言っています。これはどういうことなのですか？

調査官 申し訳ありません。

特定の月だけ架空の請求書を自分で作成しました。

　調査官は反面調査を終え、再び会社に臨場しています。

調査官は内部情報等から調べた結果、ソフトウエアの購入先はペーパーカンパニーであることが判明しました。

……。

……。

購入先について反面調査をすれば分かることですよ。
出来心ではありませんよね。

調査官 ……。

これだけですか？

調査官

請求書はどうしたのですか？

調査官

本当に申し訳ありませんでした。

これは明らかに不正還付行為です。許されるものではありません。

調査官

なぜ、そのようなことをしたのですか？

調査官 消費税の負担が重荷になっていたので、仕入税額控除を
水増しすれば納付をしなくて済むと思い、つい出来心で
やってしまいました。 代表者

代表者

代表者

代表者

代表者



【実践税務調査】
反面調査の着眼点（消費税の調査）

税　理　士　　牧 野 義 博

……。

資産の購入先からの請求書を見せていただいているのですが、
請求書の様式が違うものがありますね。

【筆者紹介】

牧 野 義 博 （まきの・よしひろ）
東京国税局調査部において特別国税調査官、統括国税調査官、調査開発課長等を経て八王子
税務署長を最後に退官。東京都新宿区で税理士登録。著書には『ザ・税務調査１～３』『税
務トラブルと債務の確定』（大蔵財務協会）ほか専門誌等に執筆。ＨＰは「牧野義博税理士事
務所」で検索。全国各地で講演会も行っている。

そうですか。あまり意識をしたことがありませんので
気が付きませんでした。

調査官

途中から様式が変わったのであるならば分かるのですが、
月によって異なるのはおかしいですよ。

調査官

このままでは内容の確認ができませんので資産の購入先に
反面調査を実施します。よろしいですね。

調査官

高額なソフトウエアも遠隔地から購入していますね。システムの稼働状況を
確認しますので、モニター画面を開いて見せて下さい。

調査官

代表者

代表者

代表者

代表者

……。

代表者

　消費税について虚偽の申告により不正に還付金を受け取るケースが見受けられることから、還付申告法人に
対して重点的な調査が実施されているようです。
　調査官は多額の消費税還付申告があった法人について、還付理由の解明のための実地調査に着手し、仕入
税額控除に過大なものがないかを重点的に調査を行っています。ご案内のように、消費税法では、固定資産等を
購入した時点で課税仕入を認識し、売却の時点では売却の損益に関係なく売却収入全額を課税売上と考えます。
　調査官はいわゆる固定資産等の購入について、購入先や決済方法等に不自然な点はないかに焦点を絞ってみました。

　本件については大型の不正還付事案のため、国税局に引き継がれ厳正な調査が行われました。その結果、
一部の仕入について原始記録等（請求書等）の保存がなく、課税仕入の内容が確認できないことから、帳簿
保存規定を充足していないと認定され、それに関わる仕入税額控除を否認されています。

　代表者は黙ってしまって話が前に進みません。

社長、反面調査を行ったところ様式の異なる請求書については、相手方
では出した覚えはないと言っています。これはどういうことなのですか？

調査官 申し訳ありません。

特定の月だけ架空の請求書を自分で作成しました。

　調査官は反面調査を終え、再び会社に臨場しています。

調査官は内部情報等から調べた結果、ソフトウエアの購入先はペーパーカンパニーであることが判明しました。

……。

……。

購入先について反面調査をすれば分かることですよ。
出来心ではありませんよね。

調査官 ……。

これだけですか？

調査官

請求書はどうしたのですか？

調査官

本当に申し訳ありませんでした。

これは明らかに不正還付行為です。許されるものではありません。

調査官

なぜ、そのようなことをしたのですか？

調査官 消費税の負担が重荷になっていたので、仕入税額控除を
水増しすれば納付をしなくて済むと思い、つい出来心で
やってしまいました。 代表者

代表者

代表者

代表者

代表者



※　日時、会場等変更になる場合があります。（空白のところは未定です）

福岡中部法人会　講習会・研修会等予定表

年 月 日（曜） 時　間 主 催 行　　　事 会　　場

2026

6

12（金） 15：30 ～ 16：50 本 部 第 15 回通常総会 ＫＫＲホテル博多

12（金） 17：00 ～ 18：00 〃 記念講演会 〃

12（金） 18：15 ～ 19：45 〃 会員交流会 〃

7

8


